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令和７年５月２９日に公表した、2025（令和７）年国民生活基礎調査における、統計調査員が

調査時に携帯する「調査員証」を紛失した事案について、当該調査員証が発見されました。 

 

１ 発見された調査員証について 

調査員証 2025（令和７）年国民生活基礎調査員証 第１９号 

紛失日  令和７年５月２３日 

       ※当該調査員証は無効となっております。 

 

２ 経過及び詳細 

６月9日（月）18時50分頃、当該調査員が、調査票回収に世帯訪問したところ、調査員証を拾得

し保管していたと返却を受けた。 

６月１０日（火） 9時 当該調査員から保健所に調査員証発見の報告 

 

３ 市民の皆様へ 

・これまでに当該調査員証が統計調査を装った「かたり調査」に悪用された事例は報告されてい

ません。 

・引き続き、調査員証およびその他関係書類の厳格な管理について徹底してまいります。 

・不審な調査活動等にお気づきの場合は、岡山市保健所までご連絡ください。 

 

 

国民生活基礎調査における 

調査員証の発見について 

【問い合わせ先】 
岡山市保健所総務課 富岡・藤澤   直通086-803-1200 内線5211 

 

随 時 


